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大型の台風１０号の最接近が，令和６年８月３０日（金）とされていることから，市民

がごみステーションまでごみ出しされる際の危険やごみの散乱，収集時の危険を防止する

ため，当日の家庭ごみ等の収集をすべて中止します。 

１ 家庭ごみ【燃えるごみ・燃えないごみ】 

  ８月３０日（金）収集地区の収集を中止します。 

２ 資源物【缶類・びん類・ペットボトル，紙類】 

  ８月３０日（金）収集地区の収集を中止します。 

  前日，資源物回収ネット・かごの設置はありません。 

○可燃ごみ収集地区

№１昭和地区，№6 阿賀地区 2（冠崎除く），№５仁方地区，№9 中央地区 2，

№10 中央地区 3-1，№13 中央地区 3-2，№14 情島

№18 音戸西地区，№20 倉橋西地区，№22 安浦西地区，№24 蒲刈地区，№25 豊浜地区

岡村地区，大下・小大下地区

○不燃ごみ収集地区

№7.8 広地区

○缶類・びん類・ペットボトル収集地区

№2 天応地区，№3 吉浦地区，№3 宮原地区, №2 中央地区 1，№16 川尻西地区

○紙類

№11 郷原地区，№1１中央地区 4，№12 美化協地区

大下・小大下地区

台風１０号の接近に伴う家庭ごみ等の収集中止について 


